
法人事業税に関する山梨県からのお知らせ

外形標準課税の適用対象法人が見直されました

これまでの「事業年度終了の日時点の資本金の額が１億円を超える法人」に加え、

次の「適用対象１」および「適用対象２」に該当する法人も対象とする見直しが行

われました（令和６年度税制改正）。

これまでの基準では外形標準課税の適用対象ではなかった法人も、この見直しに

より適用対象となる可能性がありますのでご留意ください。

このお知らせに関するお問い合わせ先
山梨県総合県税事務所事業税課法人担当
ＴＥＬ：０５５－２６１－９１１６
ＦＡＸ：０５５－２６１－９１２７
メール：kenzei-cb@pref.yamanashi.lg.jp

裏面もご覧ください

要件① 前事業年度に外形標準課税の適用対象

要件② 事業年度終了の日時点の資本金の額が１億円以下

要件③ 事業年度終了の日時点の資本金と資本剰余金の合計額が１０億円超

適用事業年度 令和７年４月１日以後に開始する事業年度から適用

経 過 措 置 令和７年３月３１日までの間に「駆け込み」で減資を行った法人であっ
ても、令和７年４月１日以後最初に開始する事業年度終了の日時点の資
本金と資本剰余金の合計額が１０億円を超える場合は、外形標準課税の
適用対象とする

適用対象１ 減資を行った法人のうち次の要件をすべて満たす法人



適用対象２ 100％子法人等のうち 次の要件をすべて満たす法人

要件① 事業年度終了の日時点の資本金の額が１億円以下の法人(※１)

要件② 資本金と資本剰余金の合計額が５０億円を超える法人等(※２) の
１００％子法人等

要件③ 事業年度終了の日時点の資本金と資本剰余金の合計額(※３) が
２億円超

適用事業年度 令和８年４月１日以後に開始する事業年度から適用

産業競争力強化法に定める特別事業再編計画に基づいたＭ＆Ａによる
１００％子法人等については、本見直しにかかわらず外形標準課税の
適用対象外とする
※当該１００％子法人等が他の基準による外形標準課税の適用対象で
ある場合は本特例措置の対象外

（※１）所得等課税法人（地方税法第７２条の４第１項各号に掲げる法人、第７２条の５第１項各号に
掲げる法人、第７２条の２４の７第７項各号に掲げる法人、人格のない社団等、みなし課税法人、
投資法人、特定目的会社並びに一般社団法人（非営利型法人に該当するものを除く）及び一般財
団法人（非営利型法人に該当するものを除く）をいいます。）以外の法人に限ります。

（※２）外形標準課税の適用対象法人に限ります。以下「特定法人」といいます。
（※３）令和６年３月３０日以後に当該１００％子法人等が行う資本剰余金を原資とした配当等により

減少した金額を加算します。

本見直しにより新たに外形標準課税の適用対象となる法人について、
課税方式が変わったことにより税負担が増加した場合には、その増加
した税負担を軽減する

特 例 措 置

激変緩和措置

親子関係にある子法人のうち上記「１００％子法人等」に該当する子法人がある場合には、
このお知らせをご案内いただきますようお願いいたします。

「特定法人」のみなさまへのおねがい
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